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（仮称）持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例要綱案 

 

 

第１ 制定の理由 

滋賀の農業は、世界屈指の古い湖である琵琶湖の周りにおいてその営みが

始まり、自然環境に恵まれながら、人々の命の糧となる食料として、近江米を

はじめとする安全で安心な農産物を生産するとともに、集落を基本とした営

農活動を通じて豊かな農村社会と地域文化を築き、県土や自然環境を保全し、

美しい田園景観を形成するなど、私たちの暮らしや地域の発展に重要で多面

的な役割を果たしてきました。 

一方で、近年、農業就業人口の減少や米の産地間競争の激化に加え、地球温

暖化等の気候変動が農業に与える影響の顕在化など、滋賀の農業を取り巻く

環境は大きく変化しつつあります。 

また、本県では全国に先駆けて滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成 15年

滋賀県条例第４号)に基づく環境こだわり農業をはじめとする環境と調和の

とれた農業に取り組んできましたが、農業生産活動に伴って生ずる廃プラス

チック類の排出の抑制なども新たな課題となっています。 

こうしたことから、気候変動に適応しつつ農業の生産性を向上させ、農業所

得の増大につなげることにより、全ての農業者が意欲と誇りを持って農業を

営むことができるようにするとともに、環境との一層の調和に努めるため、持

続的で生産性の高い農業の推進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らか

にするとともに、県の行う施策の基本となる事項等を定めることにより、滋賀

の農業の健全な発展に資することを目的とする持続的で生産性の高い滋賀の

農業推進条例を制定しようとするものです。 

 

第２ 概要 

１ この条例は、持続的で生産性の高い農業の推進に関し、基本理念を定め、

県の責務等を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項等を

定めることにより、持続的で生産性の高い農業の推進に関する施策を総合

的に推進し、もって滋賀の農業の健全な発展に資することを目的とすると

することとします。（第１条関係） 

２ この条例の主な用語の定義に関する規定を設けることとします。（第２

条関係） 

３ 基本理念（第３条関係） 
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(1) 持続的で生産性の高い農業の推進は、農地の生産力を最大限に引き出

し、収入を得る機会の拡大を図ることその他の多様な農業者等が意欲と

誇りを持って農業を営むことができる環境を整備することを旨として行

われなければならないこととします。 

(2) 持続的で生産性の高い農業の推進は、琵琶湖およびその周辺地域の環

境保全に特に配慮するとともに、地球温暖化その他の気候の変動の農業

への影響に積極的かつ効果的に対応することを旨として行われなければ

ならないこととします。 

(3) 持続的で生産性の高い農業の推進は、国、県、市町、農業者等、農業関

係団体および県民が適切な役割分担の下に連携し、および協力すること

を旨として行われなければならないこととします。 

４ 県の責務（第４条関係） 

(1) 県は、３の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、持続的

で生産性の高い農業の推進に関する施策を総合的に策定し、および実施

するものとします。 

(2) 県は、持続的で生産性の高い農業の推進に関する施策の策定および実

施に当たっては、国、市町、農業者等、農業関係団体および県民と連携し、

および協力するものとします。  

５ 農業者等および農業関係団体の努力（第５条関係） 

(1) 農業者等は、基本理念にのっとり、持続的で生産性の高い農業の推進の

ための取組を主体的に行うよう努めるとともに、県が実施する持続的で

生産性の高い農業の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら

ないこととします。 

(2) 農業関係団体は、基本理念にのっとり、県が実施する持続的で生産性の

高い農業の推進に関する施策に協力するよう努めなければならないこと

とします。 

６ 県民の努力（第６条関係） 

(1) 県民は、基本理念にのっとり、持続的で生産性の高い農業の重要性に対

する理解を深めるよう努めるとともに、県が実施する持続的で生産性の

高い農業の推進に関する施策に協力するよう努めなければならないこと

とします。 

(2) 県民は、県内で生産される農産物の消費その他の利用がなされること

が、持続的で生産性の高い農業の推進において重要であることに鑑み、県

内で生産される農産物の消費その他の利用に努めなければならないこと

とします。 

７ 県は、農地の生産力を最大限引き出すため、県内の各地域における農地の
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土壌の性質に関する調査を行い、その結果に基づく土壌の性質の改善のた

めの資材の施用その他の農地の土壌の適切な管理の方法の普及に努めると

ともに、水田の多様な利用その他の農地の有効活用の促進に努めるものと

します。（第７条関係）   

８ 県は、消費者等の需要に対応した農産物の生産を促進するため、農業者等、

農業関係団体その他関係者の有する消費者等の需要に関する情報の収集、

分析および提供、当該農産物の生産に必要な技術の支援その他の必要な施

策を講ずるものとします。（第８条関係）             

９ 県は、良質な農産物の安定的な生産および農作業の効率化を促進するた

め、情報通信技術その他の技術の活用に関する調査研究を行うとともに、そ

の成果の普及に努めるものとします。（第９条関係） 

10 県は、主要農作物（稲、大麦、はだか麦、小麦および大豆をいう。(1)お

よび11において同じ。）の優良な種子の安定的な生産および供給を促進する

ため、次に掲げる措置その他必要な措置を講ずるものとします。（第10条関

係） 

(1) 県内に普及すべき主要農作物の優良な品種（(2)および(3)において「奨

励品種」という。）の選定 

(2) 奨励品種の優良な種子の生産を行うために必要な原種および当該原種

の生産に必要な原原種の生産 

(3) 奨励品種の種子の生産を行うほ場で生産される種子の品質を確保する

ために必要な審査の実施  

11 県は、本県の地理的および自然的特性に応じ、かつ、新たな需要を開拓す

る主要農作物その他の農作物の品種の育成または選定および普及に努める

ものとします。（第11条関係） 

12 県は、近江の伝統野菜（県内において伝統的に生産されている野菜であっ

て、味、形状等において固有の特徴を備えていると知事が認めるものをい

う。）について、その生産を将来にわたって行うことができるようにするた

め、品種の維持のための種子の保存、需要の拡大のための情報の発信その他

の必要な施策を講ずるものとします。（第12条関係） 

13 県は、意欲と誇りを持った多様な農業者等を確保し、および育成するため、

新たに就農しようとする者に対する情報の提供および相談の実施、農業者

等に対する農業の技術および経営方法の習得または改善に関する研修の実

施その他の必要な施策を講ずるものとします。（第13条関係） 

14 県は、環境と調和のとれた農業の普及を図るため、環境こだわり農業（滋賀

県環境こだわり農業推進条例第２条第２号に規定する環境こだわり農業を

いう。）の推進、農業生産活動に伴って生ずる濁水の流出の防止および農業
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生産活動に伴って生ずる廃プラスチック類の排出の抑制に関する啓発なら

びにこれらに関する技術および知識の普及その他の必要な施策を講ずるも

のとします。（第14条関係） 

15 県は、地球温暖化その他の気候の変動に起因する気温の上昇その他の自

然環境に生ずる影響による農産物の生産量の減少、品質の低下その他の被

害を防止し、または軽減するため、当該影響を受けにくい農作物の品種の育

成等、当該影響に対応して良質な農産物を安定的に生産するための栽培方

法の調査研究およびその成果の普及その他の必要な施策を講ずるものとし

ます。（第15条関係） 

16 知事は、県が育成した農作物の新品種、県が発明し、または考案した農作

物の栽培方法に関する技術その他の県の有する農業に関する知的財産の適

切な保護を図るため、育成者権、特許権、実用新案権その他の知的財産権の

取得のための手続を行うとともに、取得した知的財産権を適正に管理する

ものとします。（第16条関係） 

17 県は、持続的で生産性の高い農業の推進のためには試験研究および普及

指導活動が重要であることに鑑み、試験研究または普及指導活動を行う人

材の育成および試験研究が円滑に行われるための環境の整備に努めるもの

とします。（第17条関係） 

18 県は、持続的で生産性の高い農業の推進に関する施策を推進するため、必

要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。（第18条関係） 

 19 この条例は、令和３年４月１日から施行することとします。 



(仮称)持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例要綱案について 

 

 

 

 

 

 

〇滋賀の農業は、世界屈指の古い湖である琵琶湖の周りにおいてその営みが始まり、自然環境に恵まれながら、人々の命の糧となる食料として、近江米をはじめとする安全で安心な農産物を生産するとともに、豊かな

農村社会と地域文化を築き、県土や自然環境の保全、美しい田園景観の形成など、私たちの暮らしや地域の発展に重要で多面的な役割を果たしてきた。 

〇一方で、近年、農業就業人口の減少や米の産地間競争の激化に加え、地球温暖化等の気候変動が農業に与える影響の顕在化など、滋賀の農業を取り巻く環境は大きく変化しつつある。 

〇また、滋賀の農業は全国に先駆けて環境こだわり農業をはじめとする環境と調和の取れた農業に取り組んできたが、農業生産活動に伴って生じる廃プラスチック類の排出抑制など新たな課題も生じている。 

〇こうしたことから、気候変動に適応しつつ農業の生産性を向上させ、農業所得の増大につなげることにより、全ての農業者が意欲と誇りを持って農業を営むことができるようにするとともに、環境との一層の調和に

努めるため、持続的で生産性の高い農業の推進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項等を定めることにより、滋賀の農業の健全な発展に資することを目的と

する持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例を制定する。 

【直接の目的】持続的で生産性の高い農業の推進に関する基本理念、県の責務

等を規定し、県の行う施策の基本となる事項等を定めることに

より、持続的で生産性の高い農業に関する施策を総合的に推進 

 

【究極の目的】滋賀の農業の健全な発展 

〇持続的で生産性の高い農業の推進に関する施策を総合的に策定・実施 

〇国、市町、農業者等、農業関係団体および県民と連携・協力 

県の責務 

〇農業者等：持続的で生産性の高い農業の推進のための取組を 

主体的に行う 

〇農業者等・農業関係団体：県が実施する施策に協力 

農業者等・農業関係団体の努力 

〇持続的で生産性の高い農業の重要性に対する理解を深め、県の施策に

協力 

〇県内で生産される農産物の消費その他の利用に努める 

県民の努力 

具
体
的
な
施
策
・
取
組 

環境と調和のとれた農業の普及 

・環境こだわり農業の推進 

・農業濁水の流出の防止、廃プラスチック類

の排出抑制に関する啓発ならびにこれら

に関する技術および知識の普及 

 

県が育成した農作物の新品種、県が発明または考案した農作物の栽培方法に関する

技術等の農業に関する知的財産について、知的財産権の取得のための手続を行い、

取得した知的財産権を適正に管理する。 

育成品種等の知的財産権の保護 

 持続的で生産性の高い農業の推進に関する施策を

推進するために必要な試験研究または普及指導活

動を行う人材の育成および試験研究が円滑に行わ

れるための環境の整備に努める。 

人材の育成 

持続的で生産性の高い農業の推進に関する施策

を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる

よう努める。 

財政上の措置 

〇持続的で生産性の高い農業の推進は、以下の事項を旨として行われなければならない。 

・農地の生産力を最大限引き出し、収入を得る機会の拡大を図ることその他の多様な農業者等が意欲と誇りを持って農業を営むことができる環境を整備すること。 

・琵琶湖およびその周辺地域の環境保全に特に配慮するとともに、地球温暖化その他の気候の変動の農業への影響に積極的かつ効果的に対応すること。 

・国、県、市町、農業者等、農業関係団体および県民が適切な役割分担の下に連携し、および協力すること。 

基
本
理
念 

 

本県の地理的および自然的特性に応じ、か

つ、新たな需要を開拓する主要農作物その

他の農作物の品種の育成または選定および

普及 

消費者等の需要に対応した農産物の生産の促進 

・消費者等の需要に関する情報の収集、分析、提供 

・需要に対応した農産物の生産に必要な技術の支援 

多様な農業者等の確保および育成 

主要農作物の種子の安定的な生産と供給 

(1）奨励品種（県内に普及すべき主要農作物

の優良な品種）の選定 

(2) 奨励品種の種子の原種および原原種の生

産 

(3) 奨励品種の種子の生産を行うほ場の審査 

●主要農作物：条文の中で定義予定 

近江の伝統野菜の保護 

・品種の維持のための種子の保存  

・需要の拡大のための情報の発信 

●近江の伝統野菜：条文の中で定義予定 

良質な農産物の安定的な生産および農作業の効率化の

促進のための情報通信技術等の活用に関する調査研

究・普及 

農地の生産力の最大化 

・農地の土壌の性質調査、土壌の適切な管理方法の普及 

・水田の多様な利用等の農地の有効活用の促進 

気候変動への適応 

・気候の変動の影響を受けにくい農作物の品

種の育成等 

・気候の変動の影響に対応して安定生産する

ための栽培方法の調査研究・普及 

●持続的で生産性の高い農業：多様な農業者等により、農地の生産力の向上、良質な農産物の安定的な生産の確保、農作業の省力

化等による安定的かつ効率的な経営が行われ、かつ、環境との調和が図られる農業をいう。 

 

●農業者等：農業を営む者および農業を営む者が組織する団体であって農業生産活動を共同して行うもの（法人を除く。）をいう。 

 

●農業関係団体：農業協同組合、農業協同組合連合会その他の農業に関する団体（農業者等である団体を除く。）をいう。 

定 

義 
 

目 

的 
 

制
定
の
理
由 

 

・令和３年４月１日施行 

 

付 則 

環境保全対策 生産力の向上 
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滋賀県農業の健全な発展に向けて

＜目指す姿＞
☞滋賀の農産物が安定して生産され、産地としての信頼を得ている
☞滋賀の食に魅力を感じ、選び、購入する消費者が増えている
☞経営感覚を身に着け、経済的な豊かさを得ている農業者や、やりがいを感じ生き生きと農業に従事している農業者など、
多様な農業者が農業を営んでいる
☞農業に関わりを持つ様々な年代・立場の人が増え、滋賀の農業が活気づいている
☞琵琶湖およびその周辺地域の環境が農の営みによって良好に維持されている

滋賀の農業を取り巻く情勢の変化・課題

高齢化等による
農業就業人口の減少

米消費の減退による
産地間競争の激化

地球温暖化等の気候変動
の農業への影響

農業濁水の
流出防止

農業系
廃プラスチックの
排出抑制

食の安全・安心へのニーズ

の高まり（高付加価値化）

環境変化に柔軟に対応することで
生産力を最大化（向上）

琵琶湖およびその周辺
地域の環境保全に配慮

変化していく要素（将来を拓く）

需要に応じた
農産物の生産

ＩＣＴ等の活用に
関する研究・普及

多様な農業
者等の確保・

育成

農業濁水対策

農業系廃プラスチック対策

主要農作物の種子
の安定生産と供給

近江の伝統
野菜の保護

気候変動に適応

する品種の育成と
技術の普及

新品種の育成・普及

育成品種等の
知的財産権の保護

農業従事者 農業技術

良好な状態で維持する要素
（将来へ継承）

環 境

土づくりと
水田フル活用
の促進

環境こだわり農業の推進

生産振興 環境保全 流通・消費拡大

近江の地酒でもてなし、
その普及を促進する条例

・新たな需要の拡大
・良質な酒米の生産の促進

近江の地場産業・地場産品
の振興に関する条例

・近江の地場産品（近江米、
近江の茶、伝統野菜等）の
需要の拡大、販路の開拓
・積極的な活用（地産地消）

食の安全・安心推進条例

・食品の安全性の確保
・食への安心感の醸成

環境こだわり農業推進条例

・安全で安心な農産物を消費
者へ供給
・環境と調和のとれた農業生
産の確保
・環境こだわり農産物の認証

農を通して県民が感じる「幸せ」
☞農業に従事・関係するすべての人が意欲と誇りを持っている
☞滋賀の安全・安心な農産物を身近な所で購入できる
☞美しい景観、良好な環境のもとでの暮らしが実現している

（仮称）持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例
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